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第４章 合併の施行 

 

１ 合併に向けた準備 

⑴ 住民への周知 

合併協議が大詰めを迎えたころから、合併協議の結果に関する住民説明会が多

くの市町村で始まり、市町村によっては、住民の意向を把握するためのアンケー

トも行われた。上越市では、合併協定書への調印を前に、市としての最終判断に

反映させることを目的とし、18 歳以上の全市民を対象に市町村合併に関する市

民意向調査を実施した。これに先立ち、市では、協議の結果を市民に伝える市民

説明会を市内 17 会場で開催した。市民説明会では、市民意向調査の判断材料と

なる合併協議の結果を具体的に伝えることを目的に、合併協議についての詳細な

説明を行った。市民意向調査では、「合併に賛成する」「合併もやむを得ない」を

合わせて、合併推進を肯定する意見が 62.3％に上った。アンケートの詳細は、「第

３章 合併の経緯 １14 市町村の枠組みに至るまでの各市町村の取組 ⑵14 市

町村の取組と結論 ①上越市」を参照願いたい。 

その後、合併協定書への調印、14 市町村での廃置分合及び関連議案の議決、

県知事への廃置分合申請、総務大臣の告示等の経緯を経て正式に合併が決まり、

新しい上越市誕生を平成 17 年 1 月 1日に控え、協議会では、上越市を除く 13 町

村の区域に地域自治区が設置されることにより住所表記に変更が生じることや、

証書類の書換えなど合併に伴い必要となる手続などについて、協議会だよりやホ

ームページにおいて案内を行ったほか、各市町村も、広報紙等で周知を図った。 

また、協議会では、合併協議の結果について、住民生活に密接に関係する行政

サービスの調整内容を中心にまとめた「新しい上越市 くらし編」と、新市建設

計画の内容を住民に知らせするための概要版としてまとめた「新しい上越市 ま

ちづくり計画編」を、14 市町村の全戸に配布した。 

 

公民館高士分館で行われた市民説明会（上越市） 
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⑵ 電算システムの統合 

市町村合併の準備において、電算システムの統合は、最重要課題の一つであり、

とりわけ、準備期間が長期となることから、システム統合の時期とその手法の在

り方に課題があった。 

平成 14 年 9 月、任意協議会を構成する市町村の電算システム担当者が勉強会

を立ち上げ、それぞれの市町村のシステムの形態の違いを確認し、平成 15 年 1

月にかけて、合併した場合のネットワークについて研究を行った。以後、準備会

の専門部会が同年 5月から各市町村の基幹系（住民記録関係、税関係、福祉関係、

介護保険関係、本庁支所間及び支所内部ネットワーク）システムなどの電算業務

調査を行い、同年 8月にシステム会社による専門的な調査が必要であるとの結論

に至った。 

これを受け、同年同月に設置された協議会と上越市が所要経費を２分の１ずつ

負担し、上越市が電算システム統合調査を実施することとなった。そして、同年

12 月に調査結果がまとまり、平成 16 年 1 月 15 日の第 5 回協議会において報告

されたが、この間、協議会においては、システム統合の時期や在り方について、

合併期日との関連、とりわけ合併を正式に決定する前に合併を前提としたシステ

ム統合を行うことの是非について、繰り返し質疑が行われた。 

システム統合調査の報告では、システムの統合に当たっては、図表 4-1の基本

方針に則り上越市のシステムを改修して 13 町村のシステムを取り込む方法を採

ることを始め、その作業には概ね 11 か月かかることや、システムの統合業務は

地方自治法第252条の14の規定に基づき上越市が13町村から事務の委託を受け

て行うこと、更にシステム改修やデータ移行に要する費用として約 15 億円が必

要であり各市町村がその費用を一定の割合で負担することが示された。 

このことを受け、第 5回協議会と前後して招集された各市町村議会臨時会にお

いて、事務の委託に関する協議についてとシステム統合のための経費又は負担金

についての補正予算案が提出された。 

上越市議会でも、同年 1 月 20 日の市議会第 1 回（1 月）臨時会で上記二つの

案件が提案されたが、審議において、廃置分合の議決以前に合併を前提としたシ

ステム統合を行うことへの疑問や、廃置分合の議決後にシステム統合を行うこと

としそのために合併の期日が平成 17 年 1 月 1 日以降となってもやむを得ないの

ではないか等の意見が示された。 

これに対し市長は、このシステム統合業務は、これまでの経過等を踏まえ 14

市町村による合併が確実に行われることを見込み、地方自治法の規定に基づき事

務の委託を 14 市町村それぞれの議会に諮るとともに補正予算の計上についても

議会に諮った上で執行するものであり、何ら違法なものではないこと、また、合

併協議会の協議の過程で合併の期日は平成 17 年 1 月 1 日に決定しており、合併

期日までに着実に統合作業を実施し、合併直後から安全かつ確実な住民サービス

が行えるよう準備を進めるべきであると答弁し理解を求め、結果として両議案は 
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賛成多数で可決された。 

こうした上越市を始めとする各市町村議会での議決を経て、上越市への事務の

委託によりシステムの改修やデータの移行等が行われ、入念な検証作業を繰り返

し、14 市町村の電算システムは平成 17 年 1 月 1 日に統合された。 

 

 

図表 4-1 システム統合の基本方針 

⑴ 限られた時間内に、安全かつ確実な統合を行う必要がある（合併後の

事務に支障をきたしてはならない）。 

⑵ 上越地域法定合併協議会準備会で示された「住民生活に密接に関連す

る事務事業の調整方針 238 項目」において、「上越市の制度に統一する」

とされた項目が 160 項目と最も多い（調整の必要なし：55 項目）。 

⑶ 導入システム（保有システム数及び処理方法等）に差があり、運用方

法も異なっている。 

⑷ 各業務で取扱うデータ量は、上越市が最も多い。 

ことから、上越市の稼動システムに関係町村のデータを取り込むことを

基本とする。 

 

出典：第 5 回上越地域合併協議会資料 

 

⑶ 行政組織の再編 

合併に伴って、地域自治区の事務所である区総合事務所が設置されたため、上

越市の行政組織は、平成 17 年 1 月 1日から市役所と 13 の区総合事務所により構

成されることとなった。 

また、新年度である平成 17 年度からの組織体制については、市町村合併によ

る人口増加や市域の拡大はもとより、合併に伴う新たな行政課題や様々な市民ニ

ーズにより一層的確に対応できる組織を実現するために改編された。 

主なものとして、農林水産業の振興に対応するために「農林水産部」が、産業

の振興と観光施策の推進による地域活性化のために「産業観光部」が、市民生活

の利便性の確保・向上のために「市民生活部」が、財政健全化への取組の強化の

ために「財務部」がそれぞれ設置されることとなり、市長部局は 8 部局 50 課等

へと再編成された。あわせて、市内の企業経営活動の活性化を図るための「企業

支援コーディネーター」を、県内初の任期付職員として民間から登用した。 

また、市町村合併に続く地方分権の更なる推進のため、平成 18 年 1 月企画・

地域振興部に特例市移行準備室を設置し、平成 19 年度からの特例市移行を目指

していくこととなった。 
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引き続き、同年 2月には、平成 21 年の新潟国体開催に向け、教育委員会に「国

体準備局」を新たに設置した。 

さらに、同年 4月に、「国体準備局」を「国体局」として体制を強化したほか、

安全・安心のまちづくり体制を従来以上に拡充するため、市民生活部内に「防災

局」を新設するとともに、税務部門全般の責任者として「主税監」を配置する等

の組織改編を行い、同年 10 月には、「観光局」を新設し、観光振興を地域経済の

活性化に向けた重要な戦略として位置付けた。10 月 1 日現在の市長部局は、11

部局 51 課等である。 

組織機構については、「資料 10 上越市行政組織図」を参照願いたい。 

 

⑷ 本庁舎の増設等 

合併により、上越市の職員数はそれまでの 1,121 人から倍増し、2,392 人とな

り、また、町村から市役所への異動職員数は 230 人に及んだ。 

合併後の職員の増加に対応するため、本庁舎南側駐車場の一角に、新たに二階

建てのプレハブの庁舎が増設された。これに伴い、それぞれの建物の呼称も、本

庁舎は第一庁舎に、増設されたプレハブの庁舎は第二庁舎に、現業棟は第三庁舎

に改められた。 

合併時には、第二庁舎へ教育委員会の各課のほか、用地管財課、土地開発公社、

男女共同参画室、行革推進室、国際交流課が移動し、第三庁舎に環境企画課と生

活環境課が入り、これに伴い第一庁舎内の各課の配置も変更された。 

平成 18 年 4 月 1 日には、より市民に近い場所で諸課題や市民ニーズを的確に

把握しながら施策の展開を図るため、第一庁舎にあった産業振興課、観光振興課、

歴史・景観まちづくり推進室を高田地区の中心市街地にある街なかサテライトに

移転した。同時に、木田新田分室にあった文化振興課が第一庁舎、上越市創造行

政研究所が第二庁舎に、第二庁舎にあった男女共同参画推進課、行革推進課が第

一庁舎にそれぞれ移転した。 
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⑸ 閉町村式 

① 安塚町 

安塚町では、閉町式を平成 16 年 11 月 21 日に雪だるま高原センターハウス

で行った。式典には、約 400 人が出席し、まちづくりに功績のあった 100 人に

感謝状が贈られ、町の 50 年の歩みをスクリーンで振り返った。ゲレンデには、

約 500 本のキャンドルが「ありがとう やすづか」の文字を浮かび上がらせ、

新しい雪国の文化を育んできたまちの歴史と未来を照らすものとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 浦川原村 

浦川原村では、閉村式を平成16年 11月 28日に村民体育館で開催した。式典に

は、621人が出席し、中学生のリードにより参加者全員で村民憲章を朗読した後、

村功労者の表彰等が行われた。また、役場前でヤマボウシの記念植樹も行われ、

半世紀に及ぶ村の歴史に幕を引くとともに、新たな歩みへ心を結び、思いを新た

にした。 
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③ 大島村 

大島村では、閉村式を平成 16 年 11 月 23 日に大島村多目的ホールふれあい

館で行った。当日は、来賓を始め約 230 人の参加の下、村政功労者の表彰に引

き続き、ＮＰＯ法人 素人芝居大浦安による「ふる里大島ほたるの里」と題し

た朗読劇が行われ、特別出演のコールチロル大島の歌声に乗せて、村の歩みを

振り返った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 牧村 

牧村では、閉村式を平成 16 年 12 月 19 日に村民体育館で行った。式典には、

約 200 人が参加し、村の半世紀の歴史をスライドで振り返り、村民歌を斉唱、

共に歩んできた村との別れを惜しみ、合併後も明るい地域をつくっていこうと

いう気持ちを新たにした。 
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⑤ 柿崎町 

柿崎町では、閉町式を平成 16 年 11 月 27 日にかきざきドームで行った。式

典には、約 220 人が出席し、町長、来賓等のあいさつ、各界の功労者表彰に続

き、町旗降納式が行われ、新しい地域づくりへの思いを託し、町長から住民代

表に町旗とシンボル旗が手渡された。その後、半世紀に及ぶ町の歴史を記念ビ

デオで振り返るとともに、新たな歩みへの決意を参加者全員で確認し、式典を

終了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 大潟町 

大潟町では、閉町式を平成 16 年 12 月 18 日に大潟町小学校第一体育館で行

った。住民を始め約 400 人が参加した式典では、町政に功労のあった 16 人や

各界各分野で貢献した 88 人が表彰され、町の歩みをスライドで振り返った後、

町無形文化財の米大舟・八社五社の披露、『夏は来ぬ』の合唱、小中学校の吹

奏楽演奏を観賞し、最後は町旗降納により大潟町の幕を閉じた。 
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⑦ 頸城村 

頸城村では、閉村式を平成16年12月11日に希望館多目的ホールで行った。

出席者には、村の記念誌と約 20 分に編集されたＣＤ-ＲＯＭ「頸城、わがふる

さとへ」が配布され、村の振興に貢献した住民が表彰された。式典を通じて、

村の歴史が閉じられることになっても、先人の開拓精神はこれからも受け継が

れるとの思いを新たにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 吉川町 

吉川町では、閉町式を平成 16 年 11 月 28 日に町民体育館で行った。会場に

は来賓を始め約 500 人が参加し、町功労者の表彰や閉町記念ビデオの上映、小

中学生による閉町に向けての作文発表を通じて、50 年間の町の歴史を振り返

り、町への感謝の思いを確認した。また、タイムカプセルの披露も行い、10

年後の吉川の姿に思いをはせた。 
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⑨ 中郷村 

中郷村では、閉村式を平成 16 年 12 月 12 日にはーとぴあ中郷音楽ホールで

行った。閉村式には、村内の 4年生以上の小学生や中学生、議会議員、集落区

長、官公署の代表、一般の参加者など 416 人が出席し、村の軌跡をたどる映像

の上映、村旗降納の後、来場者全員による「故郷」の合唱で式典の幕を閉じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ 板倉町 

板倉町では、閉町式を平成 16 年 12 月 5 日に板倉中学校で行った。住民を始

め約 250 人が見守る中、20 団体 6 個人の功労者が表彰され、続いて、消防団

旗、町旗が返還・降納された。昭和 33 年の町制施行以来育まれてきた町の歴

史に別れを告げるとともに、新たな地域自治を目指す決意を新たにした。 
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⑪ 清里村 

清里村では、閉村式を平成 16 年 12 月 28 日にきよさと会館で行った。式典

には約 80 人が出席し、村の小中学生の代表がメッセージを披露、村への感謝

や上越市民としての抱負を語った。また、併せて 50 年にわたる村の歴史を印

す「閉村記念碑」の除幕式も雪の降る中行われ、閉村を惜しんだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫ 三和村 

三和村では、閉村式を平成 16 年 12 月 12 日に村民体育館で行った。式典は、

三和村 50 周年記念式典及び記念事業に引き続き、183 人の来賓を迎えて行わ

れた。式典では、中学生が三和の未来に寄せたメッセージを披露し、参加者は、

閉村する「三和村」をしのぶとともに、新たな三和の門出を盛大に祝った。 
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⑬ 名立町 

名立町では、閉町式を平成 16 年 12 月 4 日に宝田小学校体育館で行った。式

典では、来賓を始め約 270 人の参加により、町功労者の表彰や小中学生による

記念作文の発表などが行われた。また、参加者は、作文を発表した子供たちと

町長の手によって町旗が降納されるのを見守り、町の 50 年間の歴史をしのん

だ。 
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２ 新しい上越市の誕生 

平成 17 年１月１日、新年の幕開けとともに、新しい上越市が誕生した。 

全国最多数となる 14 市町村が合併したことにより、面積は 972.62 ㎢（平成 17

年 1 月 1 日現在）、人口は 208,082 人（平成 17 年国勢調査値）となった。 

 

⑴ 区総合事務所の開所 

仕事始めとなる同年 1月 4日、旧町村役場は区総合事務所として新たな業務の

スタートを切った。 

公務の開始に先立ち、各区の総合事務所では新たな看板や市旗が掲げられた。

また、木浦上越市長の訓示が各区総合事務所長から代読された。 

⑵ 市議会議員増員選挙 

合併に伴う市議会議員増員選挙が、同年 2 月 6 日に告示された。この選挙は、

編入合併に伴う議会議員の定数特例によるもので、旧 13 町村を単位とした選挙

区で行われた。13 選挙区の合計定数 18 人に対して 45 人が立候補し、中郷区で

１人の無投票当選が決まったが、他の 12 選挙区ではいずれも定数を上回る立候

補があり、選挙が行われた。 

2 月 13 日、12 選挙区では投票が行われ、即日開票の結果、新たな市議会議員

18人が決まった。当日の有権者数は12選挙区の合計57,632人、投票率は78.84％

だった。増員選挙により選出された市議会議員の名簿は、「資料 11 上越市議会

議員名簿」を参照願いたい。 

また、市議会議員増員選挙と同日に、安塚区、浦川原区、柿崎区、大潟区、三

和区の 5 区では、全国初となる地域協議会委員の選任投票が行われた。 

⑶ 合併記念式典 

市町村合併の記念式典は、天候のよい季節であること、新たな市議会議員や地

域協議会の委員が選ばれていることなどを勘案し、合併直後の１月ではなく、か

つて高田市と直江津市が合併して上越市が誕生した日である 4 月 29 日を選び、

挙行した。 

リージョンプラザ上越で行われた記念式典では、合併前の市町村関係者や市民

も含め約 1,800 人が参加して新しい上越市の誕生を祝った。 

式典では、平成 16 年度上越市立大手町小学校卒業生が作詞作曲した創作組曲、

「上越の歌」が披露された。新しい上越市の姿を探り、作り上げられたこの曲は、

新市建設計画に掲げられた「海」「山」「大地」「共生」で構成され、参加者から

の大きな拍手と感嘆の声を集め、更なる飛躍の第一歩にふさわしいものとなった。 
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⑷ 上越市長選挙 

任期満了に伴う上越市長選挙が、平成 17 年 10 月 30 日に行われ、現職の木浦

正幸氏が再選された。任期は同年 11 月 9 日からの 4 年間である。 

再任に当たり、木浦市長は次のように所信を表明している。 

「私は、去る 10 月 30 日に行われました市長選挙におきまして、多くの市民の

皆さんから信任をいただき、引き続き市政運営を担わせていただくことになりま

した。このことは、『市民本位のまちづくり』『市民と行政との協働』を市政運営

の基本方針に掲げ、議会の皆さんの御理解と御協力をいただく中、市民の皆さん

とともに懸命にまちづくりに取り組ませていただいた私の姿勢や成果について

市民の皆さんからお認めいただいたものであり、私に課せられました使命と責任

の重大さを改めて痛感いたしております。 

このたび私に寄せられた期待の大きさには、それぞれの切実な思いが託された

ものでありますが、とりわけ私が地域の未来のために市民の皆さんとともになし

遂げた市町村合併後の新しい上越市の助走期に当たり、だれもが安心して住み続

けていただけるまちにしていくために全力を尽くしていくことを皆さんの前で

かたくお誓い申し上げます。 

私は、市町村合併後の間もないこの時期におきましては、何より市民の皆さん

との対話を大切にし、新市建設計画の着実な実行など地域の均衡ある発展と一体

感の醸成を一日も早く実現していかなければならないと決意を新たにいたして

おります。 

そして、市民と行政の役割と責務を明確にすることなどを目的とした自治基本

条例を制定し、住民自治の確立を目指すとともに、地域協議会や地域コミュニテ

ィーの充実を図り、都市内分権の実現に努めてまいります。 

さらに、バイオマスタウン構想の策定・推進や、越後田舎体験事業などの体験

交流型観光の振興、上越米を初めとした特産品のブランド化と販売促進など、数

多くの地域資源を余すことなく最大限いかすとともに、市民の皆さんを災害など

から守る安全・安心のまちづくりを進め、豊かで暮らしやすいまちづくりを目指

し、自立し、持続的に発展していける上越市をつくってまいる所存であり、この

ような取組を通じて魅力的なまちとして、真の『上越ブランド』が確立されてい

くものと確信しております。 

また、道路網の整備を初めとした都市機能の整備・高度化を通じて北陸・信越

地方の州都の可能性を高めていくとともに、市町村合併に続く地方分権の更なる

推進のため、年明け早々には特例市移行準備室を設置し、万全の体制での特例市

移行を実現し、政策形成能力の向上と激化する都市間競争に打ち勝つ強い自治体

を目指してまいります。」 

（出典：上越市議会 平成 17 年第 8 回〔12 月〕定例会会議録〔12 月 7 日〕） 
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⑸ 合併記念事業 

合併後、新しい上越市の誕生を記念し、市民の一体感を醸成するとともに市民

相互や地域間の交流促進を図ることを目的に、合併記念事業を計画し、これまで

市町村で行ってきた既存事業を拡充した事業や、新たに計画した事業、合併記念

市民アイデア事業を計画し実施してきた。 

そのうち、合併記念市民アイデア事業については、市民からアイデアを一般募

集し、応募されたアイデアを、平成 17 年度に市民からの公募委員等で構成され

る「合併記念事業検討委員会」において検討した。検討会での議論の結果、26

件の公募アイデアを基に、「知る」・「つなぐ」・「育む」をキーワードとして取り

まとめ、「『新生上越市』映像作成事業」「まちの案内所開設事業」「みんなで歌う

市民音楽祭」の三つの軸となる事業を行うこととなった。 

平成 17 年度には、新生上越市の人・文化・歴史・自然等、「今」を映像にまと

める「『新生上越市』映像作成事業」に着手した。 

18 年度は、各区の総合事務所・施設等に地区の案内人を配置し、常にまちの

情報を提供・案内できる体制を整える「まちの案内所開設事業」の一貫として、

観光ボランティアガイドの人材育成を行った。また、「みんなで歌う市民音楽祭」

については、4 回目となる「卯の花音楽祭」を 7 月 16 日に市民音楽祭として大

潟町小学校体育館で実施した。 

音楽祭には約 350 人の市民が参加し、地域の偉人である小山作之助先生をしの

ぶとともに、大潟区、柿崎区、頸城区、吉川区を始めとする市内各区の住民が一

体となり、合唱や、ギター、オカリナの演奏を通じて音楽の素晴らしさを共感す

る、新しい上越市の出発にふさわしい記念事業となった。 

さらに、平成 17 年度から 18 年度にかけては、「『新生上越市』映像作成事業」

の一環として、この事業で作成する映像に取り入れる市民による身近な映像を市

民映像コンテストとして募集し、「みんなに伝えたい！わたしのまち自慢！」部

門と「発見！あたらしいまちの魅力」部門とで、市民からそれぞれ 28 点、11 点

の応募があり、平成 18 年 11 月に映像や観光、市民活動等の専門家が審査し、各

部門の大賞、優秀賞、特別賞を決定した。 
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３ 新市建設計画における地域事業費の再配分 

合併協議において、平成 15 年度の各市町村の決算額等に基づき算出していた地

域事業費の総額及び配分額について、合併後の平成 18 年 1 月に、平成 16 年度の決

算額を基準として再計算を行い、検証・調整した。 

地域事業費の配分基準は、合併協議と同じく、標準財政規模、人口、市町村税額

であり、財政調整基金、起債償還額等により調整し算出した。その結果は図表 4-2

のとおりである。 

さらに、平成 16 年度決算における各市町村の決算剰余金額を地域事業の事業

費配分額に加算し、図表 4-3 のように地域事業費の配分額を確定した。 

 

 

【図表 4-2 地域事業の事業費配分額（再計算後）】   （単位：億円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 4-3 地域事業の事業費配分額（確定額）】    （単位：億円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧市町村名 配分額 旧市町村名 配分額 

上 越 市 342.9  頸 城 村 25.2  

安 塚 町 18.9  吉 川 町 18.9  

浦川原村 13.3  中 郷 村 21.4  

大 島 村 11.5  板 倉 町 28.2  

牧 村 12.6  清 里 村 8.2  

柿 崎 町 30.7  三 和 村 21.8  

大 潟 町 28.0  名 立 町 3.9  

合 計 585.5  

旧市町村名 配分額 旧市町村名 配分額 

上 越 市 362.89 頸 城 村 26.00 

安 塚 町 18.90 吉 川 町 19.81 

浦川原村 14.13 中 郷 村 23.04 

大 島 村 12.47 板 倉 町 28.10 

牧 村 12.94 清 里 村 9.29 

柿 崎 町 34.42 三 和 村 23.20 

大 潟 町 28.24 名 立 町 5.02 

合 計 618.45  
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４ 平成 17 年度決算の概況 

⑴ 一般会計の決算の概況 

合併後初の通年決算となる平成 17 年度の決算は、市議会平成 18 年 9 月定例会

において承認された。 

平成 17 年度の歳入・歳出の決算額を平成 16 年度と比較すると、平成 16 年度

が合併前の上越市の 12 月までの内容と合併後の上越市の 3 か月分の内容を合わ

せた決算であることから、伸び率は必然的に大きくなっている。 

一般会計では、歳入総額で、平成 16 年度の 758 億 8,068 万円に対して 34.3％

増の 1,019 億 1,006 万円、歳出総額では、平成 16 年度の 737 億 171 万円に対し

て 33.6％増の 984 億 6,805 万円となった。歳入歳出差引では 34 億 4,201 万円と

なり、繰越明許費として平成 18 年度へ繰り越した財源 9 億 7,127 万円を差し引

いた実質収支では、24 億 7,074 万円となった（図表 4-4 参照）。 

【一般会計歳入】 

歳入の根幹をなす市税では、当初予算額を 5 億 1,700 万円余り上回る 256 億

6,228 万円の決算となり、平成 16 年度に比べ 62 億 6,782 万円、32.3％の増と

なった。これは、個人市民税所得割や固定資産税、軽自動車税等、各税目に 13

区の納税額が加わったことや、景気の回復により、法人市民税の増収や企業に

おける償却資産の設備投資が活発に行われたこと、合併により大潟区と頸城区

の一部で都市計画税が新たに課税されたことから、税収の増につながったこと

が要因となっている。 

また、地方交付税では、合併に伴い県から移管された旧町村分の生活保護費

や児童扶養手当の増、合併補正の増が要因となり、平成 16 年度に比べて 175

億 9,380 万円、208.0％の増となる 260 億 5,240 万円となった（図表 4-5参照）。 

【一般会計歳出】 

一方、歳出では、性質別で見ると、物件費が旧上越地域広域行政組合分の施

設管理費や事業費、コミュニティプラザを始め各区の施設管理や耐震診断調査

委託料等の増により平成 16年度に比べ 30.2％増の 135 億 3,865 万円となった

ほか、維持補修費では、豪雪に伴う市道及び施設等の除雪費の増により、平成

16 年度に比べて 101.9％増の 40 億 5,106 万円の増となった。これらの結果、

経常経費全体では 651 億 7,901 万円となり、平成 16 年度に比べて 34.7％の増

となった。 

このほか、繰出金では、新幹線新駅地区土地区画整理事業特別会計への繰出

金や、引き続き下水道事業の推進を図ったことによる下水道事業特別会計への

繰出金が増加するとともに、老人保健制度の改正により医療費支弁額に対する

公費負担割合が段階的に引き上げられていることから老人保健特別会計への

繰出金が増加したことなどにより、平成16年度に比べ約26億305万円、49.9％

増の 78 億 2,353 万円となった。 

また、投資的経費のうち普通建設事業費では、合併前の上越市と各区を結ぶ 
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道路整備事業や直江津工業高校跡地利用事業、吉川区新世代地域ケーブルテレ

ビ施設整備事業、保育園・児童館整備事業、コミュニティプラザ整備事業、ア

スベスト除去業務等委託料等により、平成 16 年度に比べ 41 億 8,275 万円、

52.0％増の 122 億 3,355 万円となった（図表 4-6 参照）。 

 

⑵ 合併による決算概況の変化 

上記の平成 17 年度決算の概況は、合併前の上越市の 12 月までの内容と合併後

の上越市の 1 月から 3 月までの内容を合わせた平成 16 年度決算と比較したもの

であるが、以下では、普通会計における平成 17 年度の決算と合併前の 14 市町村

の平成 16 年 1 月から 12 月までの内容と上越市の平成 17 年 1 月から 3 月までの

内容を合わせた平成 16 年度の決算を決算統計のデータによって比較し、合併に

よる決算状況の変化を見ることとしたい。 

【普通会計収支】 

歳入総額では、平成 16 年度の 1,059 億 299 万円に対し 4.2％減の 1,014 億

5,442 万円、歳出総額では平成 16 年度の 1,036 億 1,137 万円に対して 5.4％減

の 979 億 7,758 万円となった（図表 4-7 参照）。 

【合併に伴う主な増減理由】 

歳入では、合併市町村における一体性の速やかな確立や行政サービス水準の

確保、強化を目的として交付される合併市町村補助金の交付等により国庫支出

金が平成 16 年度に比べ 17.0％増の 74 億 6,176 万円となった。一方で、各町村

で特定目的基金の取崩しが合併前に行われたことから、繰入金は平成 16 年度比

38.1％減の 52 億 2,047 万円となった（図表 4-8 参照）。 

歳出では、町村における特別職及び議員数の減により、人件費が 6 億 9,605

万円、3.6％減の 188 億 3,843 万円となったほか、町村においては制度のなかっ

た障害者施設措置費や県経由事務であった生活保護事務が新しい上越市の事務

となったことから、扶助費が平成 16 年度と比べ 22.5％増の 76 億 4,770 万円と

なった（図表 4-9 参照）。 

【各種財政指標】 

主な財政指標では、経常収支比率が平成 16 年度に比べ 0.3 ポイント増の

91.5％、起債制限比率が 13.5％となったほか、起債の元利償還金が一般財源

に占める割合を表す公債費比率は、平成 16 年度比 0.8％ポイント減の 17.1％

となり、18％を超えると起債の発行に国の許可が必要となる実質公債費比率は

15.9％となった。 
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